
は
じ
め
に

『
灌
頂
御
願
記
（
1
）』
と
『
真
言
付
法
纂
要
抄
（
2
）』
は
、
真
言
宗
小
野
流
の
僧
侶
に

よ
っ
て
十
一
世
紀
に
執
筆
さ
れ
た
著
作
で
あ
る
。
前
者
は
真
言
僧
に
よ
る
宮
中

仏
事
の
記
述
を
多
く
含
む
た
め
、
後
七
日
御
修
法
な
ど
に
言
及
す
る
際
の
史
料

と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
著
者
仁
海
の
事
績
を
取
り
上
げ
る
際

は
、
必
ず
紹
介
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
後
者
は
、
大
日
如
来
と
ア
マ
テ
ラ
ス

の
習
合
に
関
す
る
記
述
を
含
む
た
め
、
思
想
研
究
な
ど
の
分
野
で
た
び
た
び
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
比
較
的
知
ら
れ
た
史
料
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
部
分
的
に
引

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
著
作
そ
の
も
の
の
分
析
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。
二
つ
の
著
作
は
、
切
り
口
は
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
真
言

宗
の
歴
史
と
執
筆
当
時
の
真
言
宗
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
記
し
た
著
作
で
あ

り
、
宗
の
自
己
認
識
が
う
か
が
え
る
史
料
で
あ
る
。
し
か
も
、
従
来
指
摘
さ
れ

た
こ
と
は
ほ
ぼ
無
い
が
、
こ
の
二
つ
は
、
師
と
そ
の
正
嫡
弟
子
に
よ
る
著
作
で

あ
る
。
本
論
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
の
分
析
と
と
も
に
、
そ
の
執
筆
意
図
や

成
立
背
景
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た
い
。

一
『
灌
頂
御
願
記
』

1

内
容
構
成
と
特
徴

ま
ず
、
執
筆
者
仁
海
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。
仁
海
（
九
五
四
〜
一
〇
四

六
）
は
、
始
め
高
野
山
に
入
り
雅
信
に
師
事
し
た
の
ち
、
東
寺
定
額
僧
在
任
時

に
醍
醐
寺
延
命
院
の
元
杲
か
ら
灌
頂
を
受
け
た
。
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
神
泉

苑
に
お
い
て
請
雨
経
法
を
行
っ
て
成
功
さ
せ
、
注
目
を
浴
び
、
権
律
師
に
任
ぜ

ら
れ
る
。
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
東
寺
二
長
者
に
補
任
、
長
元
元
年
（
一
〇
二

八
）
一
長
者
と
な
る
。
長
元
六
年
（
一
〇
三
三
）
請
雨
経
法
の
功
に
よ
り
法
印
、

長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
に
は
僧
正
、
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
に
は
再
び
祈
雨
の

功
に
よ
り
輦
車
及
び
封
戸
を
賜
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
特
に
請
雨
経
法
に
優
れ

た
験
力
を
発
揮
し
、「
雨
僧
正
」
と
讃
え
ら
れ
た
実
力
者
で
あ
っ
た
（
3
）。

ま
た
、
真
言
宗
に
お
い
て
重
要
な
聖
教
と
な
る
『
小
野
六
帖
』
な
ど
、
多
く

の
著
作
を
遺
し
、
現
存
し
て
い
な
い
著
述
も
「
仁
海
記
」
と
い
う
形
で
『
覚
禅

鈔
』
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
仁
海
の
著
作
は
、
修
法
な
ど
の
事
相
面

の
充
実
と
、
体
系
立
っ
た
形
で
の
継
承
を
可
能
と
し
、
い
わ
ば
仁
海
の
実
績
や

経
験
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
本
人
が
積
極
的
に
流
派
を
形
成
・

拡
大
す
る
意
図
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
仁
海
が
属
し
た
醍
醐
寺
周
辺

『
灌
頂
御
願
記
』
と
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』

―
真
言
宗
に
お
け
る
歴
史
書
成
立
の
背
景
―

斎

木

涼

子

―
論
文
―

1 ���� 24 (2022)
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で
活
動
す
る
一
派
は
修
法
を
得
意
と
す
る
真
言
宗
小
野
流
と
し
て
認
識
さ
れ
、

仁
海
は
小
野
流
の
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

続
い
て
、『
灌
頂
御
願
記
』
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。
土
屋
恵
氏
に
よ
っ
て
、

執
筆
時
期
は
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
十
月
か
ら
翌
年
十
月
ま
で
の
間
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
4
）。
書
名
は
、
真
言
宗
の
灌
頂
に
つ
い
て
空
海
の
御

願
を
記
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
内
容
は
大
き
く
前
半
と
後

半
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
は
、
空
海
の
入
唐
求
法
、
真
言
宗
形
成
の
経
緯
を
、

渡
唐
に
際
し
て
空
海
が
作
文
し
た
啓
、
唐
の
灌
頂
道
場
の
事
例
、
朝
廷
の
官
符

を
引
用
す
る
形
で
ま
と
め
る
。
そ
し
て
後
半
は
、
引
用
で
は
な
く
仁
海
自
身
の

文
章
で
、
真
言
密
教
の
歴
史
、
歴
代
の
小
野
流
の
東
寺
長
者
、
真
言
院
と
そ
こ

で
行
わ
れ
る
仏
事
の
概
要
、
現
在
の
真
言
宗
の
寺
院
の
列
記
と
続
く
。
以
下
、

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
整
理
す
る
（
原
文
・
典
拠
が
確
認
出
来
る
も
の
は
〔

〕
に
史

料
名
を
示
す
）。

【
前
半
】

①
遣
唐
大
使
の
啓
（
空
海
代
筆
）

〔『
弘
法
大
師
二
十
五
箇
条
遺
告
』『
性
霊
集
』〕

②
福
州
観
察
使
宛
て
の
入
京
の
啓

〔『
性
霊
集
』〕

③
遣
唐
使
宛
て
の
帰
国
を
請
う
啓

〔『
性
霊
集
』〕

④
唐
に
お
け
る
灌
頂
道
場
建
立
の
初
例

⑤
大
興
善
寺
灌
頂
道
場
建
立
請
状
并
墨
勅
（
唐
・
乾
元
三
年
）〔『
表
制
集
』

巻
第
一
（
5
）〕

⑥
灌
頂
道
場
建
立
請
状
并
墨
勅
（
唐
・
広
徳
元
年
）〔『
表
制
集
』
巻
第
一
〕

⑦
日
本
に
お
け
る
灌
頂
の
初
例
（
平
城
上
皇
へ
の
灌
頂
）

⑧
空
海
を
造
東
寺
所
別
当
に
任
じ
る
官
符

〔『
東
寺
長
者
補
任
』
巻
第
一
、
天
長
元
年
六
月
十
六
日
官
符
〕

⑨
後
七
日
御
修
法
を
許
可
す
る
官
符
〔『
類
聚
三
代
格
』
承
和
元
年
十
二

月
二
十
九
日
官
符
〕

⑩
真
言
院
の
定
額
僧
設
置
〔『
類
聚
三
代
格
』
承
和
三
年
五
月
三
日
官
符
〕

※
た
だ
し
本
来
「
東
大
寺
真
言
院
」
と
あ
る
と
こ
ろ
東
大
寺
を
削
除

⑪
真
言
宗
年
分
度
者
に
つ
い
て

〔『
類
聚
三
代
格
』『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
正
月
廿
二
日
官
符
、『
類

聚
三
代
格
』
仁
寿
三
年
四
月
十
四
日
官
符
（
6
）〕

⑫
国
家
の
た
め
東
寺
に
お
い
て
伝
法
灌
頂
・
結
縁
灌
頂
を
行
う
こ
と
を
命

じ
る
官
符
〔『
類
聚
三
代
格
』
承
和
十
年
十
一
月
十
六
日
官
符
〕

⑬
空
海
の
御
願
奥
旨
に
つ
い
て

【
後
半
】

⑭
天
竺
か
ら
日
本
に
至
る
伝
法
の
歴
史

⑮
東
寺
長
者
で
僧
綱
と
な
っ
た
者

⑯
大
内
裏
真
言
院
の
概
要

⑰
宮
中
・
真
言
院
天
皇
御
願
仏
事

⑱
寺
家
に
宣
旨
を
下
さ
る
べ
き
事

⑲
東
寺
末
寺

全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
ま
と
ま
り
に
は
や
や
欠
け
る
も
の
の
、
こ
こ
に
し

か
記
載
さ
れ
な
い
宮
中
仏
事
の
実
態
な
ど
も
あ
り
、
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

前
半
の
構
成
は
、
ま
ず
宗
祖
空
海
の
業
績
を
本
人
の
文
章
を
用
い
て
示
し
た

上
で
、
唐
の
密
教
の
先
例
を
挙
げ
、
真
言
宗
が
唐
仏
教
の
正
統
な
相
承
者
で
あ

り
、
特
に
護
国
と
い
う
役
割
に
お
い
て
唐
の
先
例
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
、
日

本
に
お
い
て
も
朝
廷
の
命
を
受
け
護
国
を
担
っ
て
き
た
、
と
い
う
点
を
主
張
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
前
半
・
後
半
を
通
じ
て
、
灌
頂
と
い
う
密
教
独
自
の

伝
法
の
特
殊
性
と
、
真
言
宗
を
代
表
す
る
護
国
修
法
、
後
七
日
御
修
法
の
道
場

2
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と
し
て
大
内
裏
内
に
設
け
ら
れ
た
、
真
言
院
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
る
。
⑪
な

ど
は
、
仁
海
の
誤
解
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
は
意
図
的
な
も
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
本
来
の
官
符
で
は
「
東
大
寺
真
言
院
」
の
定
額
僧
と
表
記
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、「
東
大
寺
」
の
表
記
が
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
、
大
内
裏
内
の
真

言
院
に
関
す
る
官
符
で
あ
る
か
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
仁
海
自
身
の
文
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
執
筆
意
図
が
よ
り
明
確
に

な
る
後
半
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
⑭
で
は
、
仏
教
誕
生
の
地
、
天

竺
の
大
日
如
来
か
ら
仁
海
に
至
る
伝
法
灌
頂
の
流
れ
を
簡
略
に
示
す
。
日
本
の

伝
法
灌
頂
の
主
要
な
流
れ
の
中
に
、
宇
多
天
皇
を
入
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ

る
。
⑯
は
真
言
院
の
構
造
等
が
判
明
す
る
数
少
な
い
史
料
で
あ
る
。

⑰
御
願
仏
事
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
古
記
録
な
ど
に
は
記
録
さ
れ
な
い
恒

例
の
宮
中
仏
事
の
存
在
が
知
ら
れ
る
記
述
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
載

さ
れ
る
仏
事
は
以
下
の
五
つ
で
あ
る
。

ａ
仁
寿
殿
観
音
供

ｂ
晦
日
御
念
誦

ｃ
円
融
天
皇
御
願
仏
事

ｄ
一
条
天
皇
御
願
仏
事

ｅ
今
上
天
皇
御
願
仏
事

ａ
仁
寿
殿
観
音
供
は
、
史
料
上
は
醍
醐
天
皇
の
頃
か
ら
実
施
が
確
認
で
き
る

私
的
仏
事
で
、
仁
寿
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
た
天
皇
の
個
人
的
な
「
御
本
尊
」
で

あ
る
観
音
像
を
、
真
言
僧
が
毎
月
十
八
日
に
供
養
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ｂ
晦

日
御
念
誦
は
、
毎
月
末
三
日
間
、
真
言
院
に
お
い
て
念
誦
を
行
う
仏
事
で
あ
る
。

続
い
て
、
ｃ
〜
ｅ
で
、
円
融
天
皇
・
一
条
天
皇
・
今
上
天
皇
の
真
言
院
御
願
仏

事
が
列
記
さ
れ
る
。『
灌
頂
御
願
記
』
に
登
場
す
る
今
上
に
つ
い
て
は
、
土
屋
恵

氏
に
よ
っ
て
、
後
朱
雀
天
皇
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い
る
（
7
）。

⑱
は
、
真
言
僧
の
務
め
に
つ
い
て
二
つ
の
要
求
を
述
べ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、

定
額
僧
の
補
任
に
つ
い
て
で
、
補
任
さ
れ
た
後
、
阿
闍
梨
の
地
位
を
得
る
と
籠

居
し
て
し
ま
い
、
寺
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
い
た
ら
し
く
、「
良
家
子
孫
」
と
い

え
ど
も
「
非
修
非
学
不
信
懈
怠
」
の
者
を
定
額
僧
に
補
任
す
べ
き
で
は
な
い
と

し
て
い
る
。
二
つ
目
が
天
皇
の
身
体
を
護
る
護
持
僧
の
こ
と
で
、
本
来
の
「
往

古
作
法
」
で
は
、
東
寺
長
者
と
天
台
座
主
が
二
人
で
「
相
並
」
び
、
務
め
る
も

の
で
あ
っ
た
と
す
る
。

⑲
の
主
要
な
真
言
宗
寺
院
に
つ
い
て
は
、
金
剛
峯
寺
、
神
護
寺
と
続
き
、
最

後
は
仁
海
が
拠
点
と
し
た
曼
荼
羅
寺
で
終
わ
る
。
仁
和
寺
は
挙
げ
ら
れ
ず
、
仁

和
寺
円
堂
院
の
み
が
入
っ
て
い
る
の
は
、
宇
多
天
皇
の
寺
で
あ
り
末
寺
に
数
え

る
こ
と
を
は
ば
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
こ
で
、
仁
海
の
執
筆
目
的
を
考
え
て
み
た
い
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い

る
仁
海
の
本
著
作
に
お
け
る
主
張
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
仁
海

の
事
績
、
評
価
を
検
証
し
た
土
屋
氏
は
、『
灌
頂
御
願
記
』
と
仁
海
の
活
動
か
ら
、

後
朱
雀
天
皇
の
も
と
で
真
言
院
と
真
言
院
御
修
法
の
再
構
築
を
め
ざ
し
て
い
た
、

と
い
う
点
を
指
摘
す
る
（
8
）。
ま
た
天
皇
護
持
僧
が
成
立
す
る
歴
史
的
経
緯
を
明
ら

か
に
し
た
堀
裕
氏
は
、
当
時
天
台
僧
に
独
占
さ
れ
て
い
た
護
持
僧
の
ポ
ス
ト
を

得
る
た
め
、
真
言
・
天
台
が
相
並
ぶ
べ
き
と
い
う
主
張
を
行
っ
た
と
指
摘
す
る
（
9
）。

先
行
研
究
の
指
摘
の
通
り
、
後
半
の
著
述
の
主
眼
は
、
天
皇
周
辺
の
仏
事
に

お
け
る
真
言
僧
の
奉
仕
を
列
記
し
、
そ
の
重
要
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
だ

ろ
う
。
真
言
宗
の
関
与
す
る
最
も
大
き
な
朝
廷
仏
事
と
言
え
る
後
七
日
御
修
法

は
、
空
海
創
設
と
い
う
由
緒
や
大
内
裏
内
仏
事
と
い
う
規
模
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
時
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
関
心
が
高
い
行
事
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ

か
の
御
願
仏
事
に
至
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
十
一
世
紀
前
半
ま
で
は
天
皇
御
記

を
除
き
、
古
記
録
や
儀
式
書
に
は
登
場
し
な
い
（
10
）。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
顕
教

法
会
と
異
な
り
、
密
教
修
法
の
場
合
、
公
卿
・
官
人
の
参
列
が
無
い
こ
と
、
御

願
仏
事
や
観
音
供
は
私
的
仏
事
の
側
面
が
強
い
こ
と
、
真
言
僧
が
拠
点
と
す
る

真
言
院
が
内
裏
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
年
中
行
事
書
に
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も
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
宮
中
行
事
と
し
て
の
存
在
感
、
貴
族
ら
の
関
心
が

薄
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
仁
海
は
こ
れ
ら
を
書
き
上
げ
る

こ
と
で
、
真
言
僧
が
天
皇
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
奉
仕
し
て
い
る
の
か
を
印
象
づ

け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
真
言
宗
は
修
法
・
祈
祷
が
特
色
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
長
年
護
持
僧
の
役
を
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
、
か

な
り
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
を
主
張
し
た
い
だ
け
で
あ
れ
ば
、
真
言
院
に
関
す
る

官
符
と
後
半
の
内
容
の
み
で
も
十
分
で
あ
り
、
空
海
の
事
績
や
唐
の
灌
頂
道
場
、

伝
法
灌
頂
の
歴
史
ま
で
言
及
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
仁
海
は
、
よ
り

大
き
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
真
言
宗
の
現
状
を
捉
え
、
地
位
上
昇
を
試
み
よ
う

と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
前

半
の
真
言
宗
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
、
そ
し
て
当
時
の
仏
教
界
の
動
向
、
朝
廷

の
仏
教
政
策
と
い
う
観
点
か
ら
真
言
宗
の
立
場
を
見
て
み
た
い
。

2

執
筆
当
時
の
真
言
宗
を
取
り
巻
く
状
況

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
仏
教
界
の
動
向
と
し
て
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、

末
法
思
想
を
前
提
と
し
た
浄
土
信
仰
の
急
速
な
普
及
と
、
法
華
経
信
仰
の
高
ま

り
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
ず
れ
も
天
台
宗
が
関
与
す
る
信
仰
で
あ
る
。
近
年
は

す
で
に
定
着
し
て
い
る
理
解
で
あ
る
が
、
天
台
浄
土
教
の
末
法
思
想
は
、
悲
観

的
、
厭
世
的
な
「
末
法
法
滅
論
」
で
は
な
く
、
末
法
だ
か
ら
こ
そ
特
別
な
仏
法

が
顕
れ
る
と
い
う
「
末
法
証
法
論
」
で
あ
っ
た
。
既
存
の
仏
教
界
は
む
し
ろ
こ

れ
を
仏
法
興
隆
の
機
会
と
受
け
止
め
、
多
様
な
往
生
方
法
の
提
案
、『
法
華

経
』
と
結
び
つ
い
た
往
生
行
業
体
系
、
行
業
の
易
化
、
釈
迦
・
菩
薩
道
へ
の
回

帰
な
ど
、
新
た
な
信
仰
の
潮
流
、
信
仰
形
態
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
（
11
）。

一
方
、
こ
の
時
期
の
朝
廷
の
仏
教
政
策
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、
天

台
宗
・
南
都
寺
院
を
対
象
と
し
た
論
議
会
の
整
備
、
そ
し
て
天
台
僧
が
主
な
担

い
手
と
な
っ
た
藤
原
道
長
の
仏
事
開
催
で
あ
る
（
12
）。
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
は
、

宮
中
で
の
最
勝
講
が
開
始
さ
れ
、
同
年
に
は
道
長
に
よ
る
法
華
三
十
講
も
始
め

ら
れ
た
。
道
長
主
催
の
新
し
い
仏
事
の
舞
台
と
な
っ
た
法
成
寺
は
、
天
台
僧
を

中
心
と
し
た
寺
院
で
（
13
）、
東
大
寺
・
興
福
寺
僧
も
三
綱
や
供
僧
と
し
て
加
わ
っ
て

い
た
。
法
成
寺
御
八
講
に
は
聴
衆
と
し
て
真
言
僧
も
入
っ
て
お
り
、
仏
教
界
を

統
合
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
面
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
や
は
り
天
台
宗
が

そ
の
中
心
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
天
台
宗
を
重
用
す
る
傾
向
は
、
信
仰
・
仏
事
の
み
で
な
く
、
同
時
期
の

外
交
政
策
に
お
い
て
も
見
い
だ
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
唐
が
滅
亡
し
て
以
降
、

朝
廷
は
呉
越
国
や
宋
と
正
式
に
国
交
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
朝
廷
の
許
可

を
得
た
僧
侶
に
よ
る
巡
礼
、
新
文
物
の
請
来
は
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か
で
、

十
世
紀
末
に
入
宋
し
た
東
大
寺
僧
、
奝
然
の
存
在
が
一
つ
の
画
期
と
な
る
。
朝

廷
は
、
奝
然
ま
で
は
僧
侶
を
文
化
遣
使
（
遣
唐
使
内
の
留
学
僧
の
延
長
）
の
つ
も

り
で
公
認
し
て
き
た
が
、
奝
然
の
帰
国
後
、
国
の
許
可
を
得
た
入
宋
僧＝

日
本

の
公
的
使
者
と
し
て
政
治
的
に
利
用
す
る
宋
の
意
向
に
気
付
か
さ
れ
た
（
14
）。
そ
こ

で
、
奝
然
が
も
た
ら
し
た
皇
帝
の
国
書
に
対
し
て
は
、
国
書
で
な
く
奝
然
の
私

信
を
返
さ
せ
、
正
式
な
国
交
を
回
避
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
入
宋
僧
の
扱

い
に
変
化
が
生
じ
た
。
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
に
入
宋
を
願
い
出
た
天
台
僧
寂

照
は
、
入
宋
の
勅
許
を
得
ら
れ
ず
、
翌
年
許
可
が
出
な
い
ま
ま
肥
前
国
に
向
か

い
入
宋
し
た
。
な
ん
と
か
こ
の
渡
航
直
前
に
勅
許
が
出
た
と
み
ら
れ
る
（
15
）。
し
か

し
こ
れ
以
降
の
入
宋
僧
に
は
勅
許
は
出
ず
、
国
の
許
可
を
得
て
い
な
い
僧
侶
の

個
人
的
巡
礼
と
い
う
形
式
を
取
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
巡
礼
先
は
、
五
台

山
・
天
台
山
で
あ
る
。
朝
廷
や
道
長
ら
貴
族
は
、
表
だ
っ
た
公
認
は
し
な
い
も

の
の
、
黙
認
す
る
形
を
取
り
、
む
し
ろ
私
的
に
は
積
極
的
に
支
援
し
、
入
宋
天

4
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台
僧
と
そ
の
関
係
者
を
通
じ
て
大
陸
の
仏
教
文
化
を
入
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
内
の
仏
事
に
お
い
て
も
、
ま
た
外
交
面
に
お
い
て
も
、
天

台
宗
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
新
し
い
潮
流
を
生
み
出
す
状
況
に
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

大
陸
仏
教
の
情
勢
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
奝
然
の

在
唐
記
に
よ
れ
ば
、
奝
然
一
行
は
、
九
二
九
年
に
大
陸
に
渡
っ
た
後
、
留
ま
っ

て
帰
国
し
な
か
っ
た
と
い
う
日
本
人
僧
と
出
会
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
彼
ら
が

密
教
の
な
か
っ
た
都
に
「
瑜
伽
大
教
」
を
広
め
た
と
い
う
話
を
記
述
し
て
い
る
（
16
）。

彼
（
奝
然
）
在
唐
記
云
、
従
二
左
街
天
寿
寺
一
、
日
本
国
照
遠
大
師
賜
紫
超
会

来
房
、
問
訊
、
和
尚
是
日
本
延
喜
中
興
寛
建
大
徳
等
共
入
唐
、
即
寛
建
・
寛

輔
・
澄
覚
・
長
安
・
超
会
等
総
十
一
人
也
。
…
（
中
略
）
寛
輔（
在
カ
）
左
京
弘
二
瑜
伽

大
教
一
、
賜
二
弘
順
大
師
号
一
。
当
京
元
無
レ
弘
二
真
言
教
一
、
寛
輔
来
後
弘
二
密

教
一
。
教
授
灌
頂
三
十
余
人
。

こ
の
頃
、
宋
に
は
「
真
言
教
」「
密
教
」
が
な
く
、
日
本
人
僧
の
寛
輔
が
密
教

を
広
め
た
と
い
う
。
こ
の
奝
然
の
情
報
に
よ
り
、
大
陸
で
は
密
教
が
も
は
や
興

隆
し
て
い
な
い
と
い
う
情
報
が
は
っ
き
り
と
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
つ

て
密
教
の
先
進
地
で
あ
っ
た
中
国
の
都
に
お
い
て
、
密
教
は
衰
退
し
て
お
り
、

新
た
な
修
法
や
尊
像
を
請
来
し
て
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

五
台
山
で
は
、
華
厳
教
学
・
天
台
教
学
・
念
仏
信
仰
な
ど
と
と
も
に
密
教
も
展

開
し
て
い
た
が
、
そ
こ
は
あ
く
ま
で
文
殊
信
仰
の
聖
地
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
空

海
ら
が
手
本
と
し
た
、
皇
帝
権
力
を
支
え
る
護
国
仏
教
と
い
う
拠
点
は
、
存
在

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
奝
然
に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
た
宋
仏
教
の
様
々
な

新
文
物
、
新
様
式
の
存
在
自
体
も
、
今
後
情
報
が
更
新
さ
れ
る
可
能
性
が
低
い

真
言
宗
の
立
場
を
さ
ら
に
自
覚
さ
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
17
）。

一
方
の
天
台
宗
は
、
僧
侶
本
人
の
入
宋
は
稀
で
あ
っ
て
も
、
天
台
山
と
い
う

教
学
の
中
心
地
、
聖
地
が
存
在
し
て
お
り
、
宋
商
人
な
ど
を
介
し
て
質
問
状
や

著
作
が
行
き
来
す
る
な
ど
、
情
報
が
常
に
更
新
さ
れ
て
い
た
（
18
）。

さ
ら
に
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
真
言
宗
は
東
寺
・
仁
和
寺
・

醍
醐
寺
な
ど
朝
廷
や
天
皇
と
強
く
結
び
つ
い
た
拠
点
を
得
て
、
宗
派
と
し
て
の

勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
一
方
、
十
世
紀
以
降
は
全
体
と
し
て
修
法
重
視
に
傾
き
、

教
学
の
発
展
、
天
台
宗
の
浄
土
信
仰
や
念
仏
の
よ
う
な
多
様
な
展
開
が
な
く
、

教
理
・
思
想
面
で
は
停
滞
期
に
入
っ
て
い
た
（
19
）。

こ
う
し
た
当
時
の
状
況
を
鑑
み
る
と
、
九
世
紀
前
半
の
同
じ
時
期
に
似
た
よ

う
な
経
緯
を
以
て
成
立
し
、
と
も
に
平
安
京
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
た
天
台
宗

と
真
言
宗
は
、
そ
の
環
境
に
大
き
な
違
い
が
生
じ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
仁
海
は
、
真
言
宗
の
存
在
感
の
希
薄
化
に
対
し
、
危
機
感
を
抱
い
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
仁
海
は
十
一
世
紀
初
め
に
、
主
に
最
澄
が
空
海
に
宛
て

て
送
っ
た
求
法
・
求
書
書
簡
を
集
め
た
『
伝
教
大
師
求
法
書
』
と
呼
ば
れ
る
史

料
集
を
編
纂
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
延
暦
寺
に
重
要
な
密
教
経
典
・
儀
軌
が

揃
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
最
澄
が
空
海
を
師
と
し
て
密
教
を
学
ん
で
い
た
こ

と
、
最
澄
が
唐
で
は
正
式
な
密
教
の
灌
頂
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
最
澄

の
死
後
、
弟
子
の
円
澄
が
空
海
に
受
法
灌
頂
を
願
っ
て
い
る
）
を
示
す
も
の
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
る
（
20
）。
こ
の
編
纂
物
は
、
明
ら
か
に
天
台
密
教
に
対
す
る
真
言
密
教

の
優
位
性
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
、『
灌
頂
御
願
記
』
前
半
で
、
空
海
の
啓
、
真

言
宗
に
出
さ
れ
た
官
符
を
列
挙
し
、
大
日
如
来
か
ら
始
ま
る
伝
法
灌
頂
の
歴
史

を
示
し
た
点
も
理
解
が
で
き
る
。
空
海
の
略
歴
で
は
な
く
、
啓
を
引
用
し
た
点

は
独
特
で
あ
る
が
、
真
言
宗
成
立
の
経
緯
を
改
め
て
振
り
返
り
、
護
国
の
役
割

を
与
え
ら
れ
て
き
た
証
拠
を
列
挙
し
、
ま
た
唐
以
来
の
護
国
道
場
の
歴
史
、
天
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竺
以
来
の
真
言
密
教
伝
法
の
正
統
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
空
海
の
啓
や
『
表

制
集
』、
官
府
な
ど
、
実
際
に
残
さ
れ
た
一
次
史
料
を
列
記
す
る
ス
タ
イ
ル
で
あ

る
の
は
、
個
人
的
見
解
を
加
え
た
歴
史
叙
述
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
史
実
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
仁
海
の
方
針
か
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
『
伝

教
大
師
求
法
書
』
を
ま
と
め
た
姿
勢
に
も
共
通
す
る
。

ま
た
、
真
言
宗
の
護
国
仏
事
と
し
て
は
、
仁
海
が
得
意
と
し
た
請
雨
経
法
な

ど
を
挙
げ
て
功
績
を
主
張
し
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
仁
海
が
力
点
を
置
く

の
は
、
あ
く
ま
で
空
海
が
伝
受
し
た
唐
の
護
国
密
教
の
伝
統
、
そ
し
て
そ
の
系

譜
に
あ
る
後
七
日
御
修
法
と
真
言
院
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
本
書
は
、
後
朱
雀
天
皇
へ
の
献
上
を
目
的
に
執
筆
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
天
皇
御
願
仏
事
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
点
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
対
象

は
、
今
上
で
あ
る
後
朱
雀
天
皇
だ
け
で
な
く
、
そ
の
祖
父
円
融
天
皇
、
父
一
条

天
皇
の
御
願
仏
事
で
あ
り
、
今
上
の
直
系
天
皇
の
仏
事
の
継
続
が
主
張
さ
れ
る
。

ま
た
、
巻
末
の
末
寺
の
項
に
お
い
て
も
、
最
後
に
「
今
上
御
願
」
曼
荼
羅
寺
下

寺
を
載
せ
て
い
る
。

本
書
執
筆
を
含
め
た
仁
海
の
地
道
な
努
力
は
、
あ
る
程
度
報
わ
れ
た
と
見
て

よ
い
。
堀
氏
が
ま
と
め
た
護
持
僧
の
補
任
状
況
に
よ
れ
ば
、
一
条
天
皇
、
三
条

天
皇
、
後
一
条
天
皇
と
真
言
僧
の
補
任
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
後
朱
雀
天
皇
の

代
の
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）、
仁
海
の
弟
子
で
あ
る
成
典
が
久
し
ぶ
り
に
補
任

さ
れ
、
そ
の
後
も
後
冷
泉
天
皇
の
覚
源
、
後
三
条
天
皇
の
信
覚
・
成
尊
と
、
真

言
僧
枠
を
維
持
し
て
い
る
（
21
）。
ま
た
、
従
来
朝
廷
仏
事
と
し
て
は
ほ
ぼ
記
録
の
残

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
仁
寿
殿
観
音
供
に
つ
い
て
も
、
十
一
世
紀
後
半
に
な
る
と

古
記
録
に
登
場
し
宮
中
仏
事
と
し
て
存
在
感
を
出
し
始
め
、
し
か
も
仁
海
が
造

像
に
関
わ
っ
た
長
暦
四
年
（
一
〇
四
〇
）
の
後
朱
雀
天
皇
御
本
尊
の
事
例
は
、
天

皇
御
本
尊
の
先
例
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
22
）。
真
言
宗
は
、
修

法
・
祈
祷
に
よ
る
天
皇
・
王
権
護
持
と
い
う
役
割
を
よ
り
際
立
た
せ
、
宮
中
と

王
権
に
深
く
食
い
込
み
、
さ
ら
に
密
着
す
る
方
向
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

二
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』

1

内
容
構
成

続
い
て
、
仁
海
の
正
嫡
弟
子
で
あ
る
成
尊
（
一
〇
一
二
〜
七
四
）
の
著
作
、『
真

言
付
法
纂
要
抄
』
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
成
尊
は
仁
海
の
小
野
曼
荼
羅
寺

を
受
け
継
ぎ
、
治
暦
元
年
（
一
〇
六
五
）
に
仁
海
が
得
意
と
し
た
請
雨
経
法
を
神

泉
苑
で
成
功
さ
せ
、
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
後
三
条
天
皇
の
護
持
僧
を
務
め
た

労
に
よ
り
権
律
師
に
、
同
三
年
に
は
東
寺
長
者
に
補
任
さ
れ
る
。
弟
子
に
は
、

院
政
期
に
活
躍
す
る
義
範
・
範
俊
ら
が
い
る
。
以
下
に
述
べ
る
通
り
、
成
尊
は

東
宮
時
代
よ
り
後
三
条
天
皇
（
尊
仁
親
王
）
の
護
持
僧
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
は
、
巻
末
に
「
今
所
二
撰
集
一
者
、
只
是
密
蔵
流
布
之

大
観
也
。
輒
課
二
拙
詞
一
、
敢
以
奉
レ
進
。

康
平
三
年
十
一
月
十
一
日
」
と
あ

る
よ
う
に
、
康
平
三
年
（
一
〇
六
〇
）
に
「
奉
レ
進
」
ら
れ
た
真
言
宗
の
歴
史
書

で
あ
る
。
さ
ら
に
真
福
寺
所
蔵
の
古
写
本
に
あ
る
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
の
書

写
奥
書
に
「
後
三
条
院
東
宮
御
時
依
レ
仰
被
レ
作
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時

東
宮
で
あ
っ
た
後
三
条
天
皇
の
御
覧
に
供
す
る
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
と
認
識
さ

れ
て
い
る
（
23
）。

で
は
、
本
書
の
構
成
を
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。
前
半
は
真
言
八
祖
の
伝

記
で
あ
る
が
、
大
部
分
は
引
用
か
ら
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
書
を
考
察
し
た

伊
藤
聡
氏
の
分
析
を
元
に
、
八
祖
の
伝
記
に
つ
い
て
引
用
文
献
、
お
よ
び
成
尊

の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
場
合
は
「
成
尊
文
」
と
し
て
そ
れ
を
示
す
。

【
前
半
】

6
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・
天
竺

第
一
祖
大
日
如
来：

『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』『
金
剛
頂
瑜
伽
三
十
七
尊
出

生
義
』、
成
尊
文
か

第
二
祖
金
剛
埵
薩
（
薩
埵
）：

『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』

第
三
祖
龍
猛：
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』

第
四
祖
龍
智：
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』『
真
言
付
法
伝
』、
成
尊
文
か

第
五
祖
金
剛
智：
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』『
真
言
付
法
伝
』、
成
尊
文
か

善
無
畏：

『
真
言
付
法
伝
』『
大
毘
盧
遮
那
経
供
養
次
第
法
疏
』
上

・
大
唐

第
六
祖
不
空：

『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』、『
表
制
集
』
巻
第
三

一
行：

『
真
言
付
法
伝
』『
内
証
仏
法
相
承
血
脈
譜
』（
所
引
『
釈
氏
要

録
』）、
引
用
元
不
詳
文

第
七
祖
恵
果：

『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』『
真
言
付
法
伝
』、
成
尊
文
か

・
日
本

第
八
祖

空
海：

『
二
十
五
箇
条
遺
告
』『
弘
法
大
師
御
請
来
目
録
』『
性
霊

集
』『
平
城
上
皇
灌
頂
文
』、
成
尊
文

基
本
的
に
空
海
の
作
と
さ
れ
る
『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』
ま
た
は
『
真
言

付
法
伝
』
か
ら
の
抄
出
で
あ
り
、
一
部
字
句
を
変
更
し
、
成
尊
自
身
の
文
章
を

部
分
的
に
加
え
て
再
構
成
し
て
い
る
。
空
海
伝
の
大
同
二
年
以
降
の
帰
朝
後
の

記
述
は
特
定
の
著
作
引
用
で
は
な
く
、
諸
史
料
に
基
づ
き
作
成
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

続
い
て
、
後
半
の
構
成
を
確
認
し
た
い
。
後
半
は
、「
十
種
殊
勝
」
と
し
て
、

「
東
寺
方
」
が
勝
る
十
種
の
理
由
を
列
記
す
る
。
以
下
、
各
項
目
の
概
要
と
引

用
文
献
に
つ
い
て
示
す
。
な
お
、
空
海
の
遺
言
と
い
う
体
裁
で
後
世
編
纂
さ
れ

た
『
二
十
五
箇
条
遺
告
』
は
以
下
『
遺
告
』、『
弘
法
大
師
請
来
目
録
』
は
以
下

『
請
来
目
録
』
と
表
記
す
る
。

【
後
半
】

①
灌
頂
殊
勝
の
こ
と

伝
法
灌
頂
の
際
の
「
最
極
伝
法
秘
印
」
は
不
空
が
「
南
天
竺
」
か
ら
帰
国
後
、

恵
果
の
み
に
授
け
、
恵
果
も
空
海
の
み
に
授
け
た
。〔『
真
言
付
法
伝
』〕

「
他�

家�

」
が
「
本
拠
」
と
力
を
争
う
の
は
不
当
で
あ
る
。

②
受
学
殊
勝
の
こ
と

恵
果
か
ら
の
受
法
に
つ
い
て
、
胎
蔵
界
・
金
剛
界
大
法
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
受
者

は
い
る
が
、
両
部
を
伝
授
し
た
の
は
義
明
と
空
海
の
み
。
不
空
の
「
両
部
秘

法
」
は
写
瓶
の
ご
と
く
恵
果
へ
、
そ
し
て
恵
果
か
ら
漏
れ
る
こ
と
な
く
空
海

へ
伝
わ
っ
た
。〔『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』〕

③
梵
文
殊
勝
の
こ
と

「
真
言
深
秘
奥
旨
」
は
「
梵
字
悉
曇
」
に
あ
る
。
仏
教
は
天
竺
発
祥
で
、
東

に
広
が
っ
て
漢
字
に
翻
訳
さ
れ
た
が
「
猶
真
言
ハ
幽
邃
」「
字
字
義
深
」。

〔『
請
来
目
録
』〕

「
他�

家�

」
に
も
梵
字
悉
曇
を
伝
え
る
と
雖
も
、
両
部
大
法
諸
尊
瑜
伽
に
至
っ

て
は
、
梵
漢
合
わ
せ
て
伝
授
す
る
こ
と
は
出
来
て
い
な
い
。

④
相
承
殊
勝
の
こ
と

大
毘
盧
遮
那
仏
か
ら
の
密
教
の
相
承
。
天
竺
仏
教
の
直
系
に
あ
る
こ
と
を
強

調
。〔『
遺
告
』『
金
剛
瑜
伽
三
十
七
尊
出
生
義
』〕

⑤
誓
願
殊
勝
の
こ
と

恵
果
と
空
海
の
運
命
的
な
出
会
い
、
恵
果
か
ら
空
海
へ
の
伝
授
は
特
別
な
も

の
で
あ
る
。〔『
請
来
目
録
』『
秘
密
曼
荼
羅
教
付
法
伝
』〕

⑥
宝
珠
殊
勝
の
こ
と

如
意
宝
珠
の
特
殊
性
。〔『
遺
告
』〕
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⑦
道
具
殊
勝
の
こ
と

『
請
来
目
録
』
に
記
載
さ
れ
る
十
七
項
目
の
八
種
物
は
、
金
剛
智
が
南
天
竺

よ
り
持
ち
来
て
不
空
に
授
け
た
も
の
。〔『
請
来
目
録
』〕

⑧
入
定
殊
勝
の
こ
と

空
海
の
入
定
は
「
鎮
護
国
家
」
の
た
め
で
あ
り
、
特
別
な
力
が
あ
っ
た
か
ら

で
き
た
。〔『
遺
告
諸
弟
子
等
』〕

⑨
法
則
殊
勝
の
こ
と

真
言
密
教
は
国
家
護
持
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
不
空
が
皇
帝
に
灌
頂
を
授

け
た
事
例
、
内
道
場
を
建
立
し
た
事
例
。〔『
性
霊
集
』
五
〕

⑩
外
護
殊
勝
の
こ
と

（
前
半
）
空
海
の
祈
雨
修
法
の
説
話
。

（
後
半
）
日
本
と
密
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
成
尊
の
著
述
。

後
半
に
つ
い
て
も
、
空
海
の
著
作
お
よ
び
真
言
宗
成
立
経
緯
や
宗
の
重
要
事

項
を
ま
と
め
た
『
遺
告
』
な
ど
を
多
数
引
用
・
抄
出
す
る
。
そ
し
て
引
用
後
に
、

一
部
成
尊
自
身
の
見
解
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
⑨
で
は
、「
唐
で
は

「
天
竺
風
範
」
を
移
し
て
内
道
場
を
建
て
、
日
本
で
も
そ
の
「
唐
風
」
を
移
し

て
護
国
仏
事
を
行
い
、
最
終
的
に
真
言
院
が
建
立
さ
れ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
コ

メ
ン
ト
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
な
か
で
も
、
⑩
は
特
殊
で
、
他
と
異
な
り
引
用
で

は
な
く
、
成
尊
自
身
の
著
述
か
ら
な
っ
て
い
る
。

2

著
述
の
特
徴

こ
こ
で
、
こ
の
著
作
全
体
の
主
張
を
整
理
し
た
い
。
全
体
を
通
じ
て
目
立
つ

主
張
は
、
以
下
の
三
点
で
あ
る
。

Ⅰ
真
言
密
教
は
天
竺
の
始
祖
か
ら
日
本
の
空
海
ま
で
八
代
直
系
で
伝
わ
る
正
統

な
仏
教
で
あ
る
…
前
半
の
八
祖
の
伝
記
、
①
③
④
⑦
⑨

Ⅱ
始
祖
空
海
の
偉
業
と
顕
彰
…
①
②
⑤
⑧

Ⅲ
真
言
密
教
が
果
た
す
鎮
護
国
家
の
役
割
…
⑧
⑨
⑩

Ⅳ
日
本
の
特
殊
性
…
⑩

Ⅱ
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
真
言
宗
が
掲
げ
る
点
で
あ
り
、
特
段
目
新
し
い

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
Ⅲ
に
つ
い
て
も
、
空
海
の
段
階
か
ら
常
に
強
調
さ
れ
て

い
た
真
言
密
教
の
役
割
で
あ
り
、
仁
海
の
『
灌
頂
御
願
記
』
で
主
張
さ
れ
て
い

た
内
容
と
も
重
な
る
。
よ
っ
て
、
本
著
作
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
主
張
は
、

Ⅰ
・
Ⅳ
の
二
点
で
あ
る
。

（
1
）
天
竺
と
の
つ
な
が
り

ま
ず
Ⅰ
、
日
本
の
真
言
密
教
が
天
竺
仏
教
の
直
系
に
あ
る
こ
と
を
何
度
も
強

調
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
前
半
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、

真
言
八
祖
は
全
て
直
接
の
伝
授
関
係
に
あ
り
、
真
言
密
教
が
日
本
に
入
る
ま
で

の
伝
法
ル
ー
ト
は
明
確
に
証
明
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
十
種
殊
勝
の
各

項
の
内
容
を
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

①
に
お
い
て
は
、
灌
頂
の
印
に
つ
い
て
、「
広
智
三
蔵
従
二
南
天
一
帰
之
後
、

唯
授
二
恵
果
一
人
一
。
恵
果
和
尚
、
又
唯
授
二
弘
法
大
師
一
不
レ
授
二
余
人
一
」
と

『
真
言
付
法
伝
』
を
引
用
し
、
天
竺
か
ら
の
伝
授
の
流
れ
を
強
調
す
る
。
ま
た

成
尊
は
、
こ
れ
以
外
に
印
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
に
「
他�

家�

」
が
「
本
拠
」
と

力
を
争
う
こ
と
の
不
当
さ
を
中
国
の
故
事
な
ど
を
引
い
て
指
摘
す
る
。

③
で
は
、「
真
言
神
秘
旨
、
在
二
梵
字
悉
曇
一
。
請
来
表
云
、
釈
教
者
也
本
乎

印
度
。
西
域
東
垂
鳳
範
天
隔
。
…
他�

家�

雖
レ
伝
二
梵
本
悉
曇
一
至
二
于
両
部
大
法

諸
尊
瑜
伽
一
者
、
不
レ
得
二
梵
漢
合
存
一
比
授
伝
而
巳
」
と
『
請
来
目
録
』
を
引
用

し
、
自
身
の
見
解
と
し
て
、
天
竺
の
仏
教
語
を
そ
の
ま
ま
伝
え
る
梵
字
の
重
要

性
、
そ
し
て
真
言
宗
で
は
両
部
大
法
も
き
ち
ん
と
梵
漢
両
方
で
伝
授
す
る
点
な

ど
、
他�

家�

と
の
違
い
を
強
調
す
る
。

8
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⑦
に
お
い
て
は
、『
請
来
目
録
』
に
載
る
道
具
が
「
本
是
金
剛
智
阿
闍
梨
、

従
二
南
天
竺
一
持
来
」
と
い
う
由
緒
を
引
用
し
、
成
尊
の
私
見
と
し
て
「
唯�

真�

言�

一�

家�

印
信
道
具
、
源
出
二
月
支
一
、
過
二
於
大
唐
一
流
二
於
日
本
一
、
于
今
在
二
東

寺
一
矣
、
真
言
厳
重
、
可
レ
知
者
歟
」
と
述
べ
る
。

⑨
で
も
成
尊
の
私
見
と
し
て
、「
私
云
、
大
唐
移
二
天
竺
風
範
一
、
建
二
内
道

場
一
、
毎
令
二
七
々
僧
持
念
修
行
一
。
此
朝
亦
移
二
唐
風
一
」
と
述
べ
、
ま
た
「
至
二

于
真�

言�

一�

家�

一
者
、
全
移
二
仏
国
風
範
一
、
豈
同
日
而
可
レ
論
乎
」
と
締
め
く
く
り
、

後
七
日
御
修
法
や
仁
寿
殿
観
音
供
な
ど
の
真
言
宗
の
護
国
の
務
め
が
、
全
て
天

竺
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。

西
弥
生
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
天
竺
か
ら
の

伝
法
が
空
海
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
、
日
本
の
真
言
密
教
の
様
々
な
特

性
が
天
竺
由
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
著

作
の
重
要
な
主
張
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
24
）。
前
半
に
空
海
の
著
述
を
引

用
し
て
真
言
宗
の
歴
史
、
後
半
に
真
言
宗
の
特
徴
を
述
べ
る
と
い
う
形
式
は
、

師
で
あ
る
仁
海
の
『
灌
頂
御
願
記
』
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か

し
、『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
で
は
天
竺
・
中
国
・
日
本
に
及
ぶ
真
言
密
教
の
歴
史

が
語
ら
れ
る
。
仁
海
が
『
灌
頂
御
願
記
』
で
真
言
宗
の
正
統
性
の
根
拠
を
主
に

唐
の
国
家
仏
教
の
伝
統
に
置
い
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
師
の
歴
史
認
識
を

さ
ら
に
一
歩
深
め
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

真
言
密
教
が
天
竺
発
祥
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
空
海
以
来
言
及
さ
れ
て
き
た

こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
空
海
の
遺
言
と
い
う
形
で
十
世
紀
始
め
ま
で
に
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
る
『
遺
告
』
第
一
条
な
ど
で
も
、
真
言
宗
の
相
伝
が
大
日
如
来

か
ら
始
ま
り
、
天
竺
・
唐
・
日
本
と
相
伝
し
て
き
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
し
、
仁

海
の
『
灌
頂
御
願
記
』
に
も
天
竺
か
ら
の
伝
受
の
系
譜
は
出
て
く
る
が
、
そ
れ

は
あ
く
ま
で
八
祖
の
歴
史
を
説
明
す
る
な
か
で
言
及
さ
れ
る
も
の
で
、『
真
言

付
法
纂
要
抄
』
の
よ
う
に
、
真
言
密
教
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
天
竺
と
の
直
接
的

つ
な
が
り
を
列
挙
し
、
幾
重
に
も
強
調
す
る
論
法
で
は
な
い
。

そ
し
て
成
尊
は
、
こ
う
し
た
特
徴
は
真
言
宗
の
み
の
も
の
で
、「
他
家
」
に
は

な
い
と
す
る
。
内
容
か
ら
し
て
、「
他
家
」
と
は
日
本
の
他
宗
派
す
べ
て
と
い
う

よ
り
、
明
ら
か
に
天
台
宗
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
真
言
付
法
纂
要

抄
』
で
は
天
台
宗
を
想
定
し
た
「
他
家
」
よ
り
優
れ
る
点
が
何
度
も
主
張
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
点
で
も
仁
海
の
執
筆
動
機
を
引
き
継
い
で
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

天
竺
が
強
調
さ
れ
た
要
因
に
つ
い
て
は
、
つ
い
に
末
法
の
世
で
あ
る
と
い
う

感
覚
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
末
法
の
始
ま
り
を
い
つ
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
り
、
一
般
的
に
は
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
と
い
う
理
解
が
普
及
し
た
が
、
真

言
宗
で
は
一
〇
六
二
年
と
い
う
説
が
持
た
れ
て
い
た
（「
寛
弘
四
年
十
月
十
一
日

金
剛
峯
寺
解
（
25
）」）。
顕
密
仏
教
の
末
法
思
想
は
、
末
法
な
ら
で
は
の
特
別
な
仏
法

が
顕
れ
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
「
末
法
証
法
論
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
末

法
の
世
に
お
い
て
、
正
統
な
天
竺
仏
教
が
、
真
言
密
教
と
い
う
形
で
日
本
に
の

み
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
重
要
な
意
義
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

（
2
）
密
教
興
隆
の
地
と
神
仏
の
関
係

続
い
て
Ⅳ
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
⑩
の
記
述
は
、
す
で
に
伊
藤
聡
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
は
密
教
興
隆
が
約
束
さ
れ
た
地
で
あ
る
、
と
い
う
事

を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
（
26
）。
伊
藤
氏
は
、「
日
本
と
い
う
空
間
に
お
い
て
、
空
海

に
よ
っ
て
王
法
と
密
法
が
一
体
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
歴
史
的
必
然

だ
っ
た
こ
と
を
系
譜
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

の
こ
と
を
空
海
自
身
の
著
作
を
抄
出
・
再
構
成
す
る
こ
と
で
記
述
す
る
こ
と
を

成
尊
は
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
本
書
の
構

成
は
、
そ
の
よ
う
な
意
図
の
結
果
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

⑩
で
は
、
ま
ず
天
長
元
年
（
八
二
四
）
の
空
海
の
祈
雨
修
法
の
事
例
を
述
べ
、
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神
泉
苑
の
善
女
竜
王
が
修
法
に
応
じ
て
雨
を
降
ら
せ
た
と
す
る
（
こ
の
エ
ピ
ソ

ー
ド
自
体
は
『
遺
告
』
に
見
え
る
）。
そ
し
て
「
我
朝
豊
楽
、
只
在
二
此
龍
一
」
と
述

べ
、
国
を
豊
か
に
す
る
龍
を
神
泉
苑
に
呼
び
出
し
、
定
住
さ
せ
た
空
海
を
賞
賛

す
る
。
こ
こ
か
ら
、
日
本
と
真
言
密
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
成
尊
の
持
論
が
展

開
さ
れ
る
。
そ
の
趣
旨
は
伊
藤
氏
が
解
説
す
る
よ
う
に
、
大
日
の
化
身
で
あ
る

威
光
菩
薩
（＝
大
日
如
来
の
化
身
で
あ
る
摩
利
支
天
）
が
日
宮
（
太
陽
）
に
住
み
阿

修
羅
の
難
を
除
い
た
よ
う
に
、
今
は
大
日
の
化
身
で
あ
る
金
剛
遍
照
（
空
海
）
が

日
域
（
日
本
）
に
お
い
て
金
輪
聖
王＝

天
皇
の
福
を
増
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
日
本
の
神
号
が
「
天
照
」
で
あ
り
国
名
が
「
大
日
本
国
」

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
自
然
の
理
、
自
然
の
名
を
立
つ
」
と
解
す
る
。
そ
し

て
本
朝
は
辺
境
で
あ
る
が
、
密
教
流
布
に
相
応
し
い
と
結
ぶ
。

⑩
は
独
特
な
記
述
や
解
釈
を
複
数
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
「
日
」「
太
陽
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
も
と
に
日
本
が
密
教
興
隆
を
約
束
さ
れ
た
地
で
あ
る
と
宣
言
す
る
点

が
特
異
で
、
空
海
を
大
日
の
化
身
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
太
陽
神
「
天
照
」（
別

名
「
大
日
孁
貴
・
天
照
大
日
孁
尊
（
27
）」

）
、「
大
日
本
国
」
と
い
う
名
称
を
出
す
こ
と
が

ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
成
尊
は
、
明
言
は
し
な
い
が
、
固
有
名
詞
か
ら
「
日
」
の

イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
全
て
が
結
び
つ
い
て
い
る
と
認
識
さ
せ
、「
大
日
」
に
始
ま

る
密
教
が
、「
日
本
」
で
繁
栄
す
る
の
が
必
然
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
根

拠
は
「
自
然
の
理
、
自
然
の
名
を
立
つ
」
と
述
べ
る
に
留
ま
り
、
根
拠
・
典
拠

が
示
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
大
日
・
ア
マ
テ
ラ
ス
・
日
本
の
結
び
つ
き
を
強
調

し
、
同
体
視
す
る
説
は
、
成
尊
独
自
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
神
仏
習
合
思
想
の
展
開
を
論
じ
た
吉
田
一
彦
氏
は
、
護
法
善

神
や
神
身
離
脱
と
い
っ
た
習
合
思
想
が
中
国
発
祥
で
あ
る
点
を
指
摘
し
た
。
た

だ
本
地
垂
迹
説
に
つ
い
て
は
、
本
質
と
し
て
の
「
本
」
と
現
象
と
し
て
の
「
垂

迹
」
と
い
う
二
元
論
は
中
国
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
仏
と
神
を

一
対
一
で
結
び
つ
け
る
「
本
地
」「
本
地
仏
」
と
い
う
用
語
・
概
念
は
中
国
仏
教

に
は
な
く
、
日
本
で
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
成
立
し
た
独
自
の

思
想
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
28
）。

一
方
、
神
前
仏
事
な
ど
か
ら
神
と
仏
の
関
係
を
分
析
し
た
上
島
享
氏
は
、
九

世
紀
中
葉
以
降
、
神
社
社
頭
で
の
仏
事
が
徐
々
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
き
、
ま
た

十
世
紀
末
以
降
に
成
立
し
た
公
家
・
寺
家
の
法
会
に
王
城
鎮
守
の
神
々
が
僧
侶

に
よ
っ
て
勧
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
神
仏
の
現
実
的
距
離
が
縮

ま
り
、
本
地
垂
迹
思
想
の
下
地
が
形
成
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。
ま
た
上
島
氏
の

指
摘
す
る
通
り
、『
灌
頂
御
願
記
』
で
仁
海
が
述
べ
る
護
持
僧
作
法
で
は
ま
さ
に

「
毎
夜
二
人
相
並
不
レ
断
二
香
炉
煙
一
、
城
辺
鎮
守
諸
神
等
毎
夜
一
社
勧
請
之
後
、

密
々
祈
念
令
レ
候
者
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
真
言
僧
が
天
皇
を
護
持
す
る

た
め
に
、
王
城
鎮
守
の
神
々
を
呼
び
出
す
と
い
う
発
想
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

特
定
の
神
に
本
地
（
仏
）
を
想
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
吉
田
一
彦
氏
が
指

摘
す
る
早
い
事
例
は
、
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
の
「
河
内
守
源
頼
信
告
文
案
」

（
石
清
水
田
中
家
文
書
、『
平
安
遺
文
』
四
六
〇
）
で
あ
る
（
29
）。
こ
こ
で
は
、
石
清
水
八

幡
神
を
「
垂
迹
」「
現
身
」
と
し
、
そ
の
「
本
覚
」
は
何
か
、
如
来
か
、
釈
尊
か
、

観
音
の
分
身
か
、
と
問
う
こ
と
で
、
そ
の
偉
大
さ
を
讃
え
て
い
る
。

特
定
の
神
に
本
地
仏
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
る
最
も
早
い
事
例
は
、『
東
大

寺
要
録
』
所
引
の
「
太
神
宮
禰
宜
延
（
荒
木
田
）
平
日
記
」
で
、
こ
れ
は
十
一
世
紀
後
半
、

少
な
く
と
も
十
二
世
紀
初
頭
ま
で
に
伊
勢
内
宮
禰
宜
で
あ
る
荒
木
田
氏
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
30
）。
こ
こ
で
は
橘
諸
兄
が
伊
勢
に
参
宮
し

た
逸
話
の
中
に
「
当
朝
ハ
神
国
也
。
尤
可
レ
奉
レ
欽－

二
仰
神
明
一
給
也
。
而
日
輪
者

大
日
如
来
也
。
本
地
者
毘
盧
遮
那
仏
也
」
と
あ
り
、
毘
盧
遮
那
仏＝

大
日
如
来

が
天
照
大
神
の
「
本
地
」
で
あ
る
と
明
確
に
記
さ
れ
る
。
同
時
期
に
荒
木
田
氏

10
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に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
に
も
同
内
容
が
確
認
さ

れ
る
（
31
）。
ま
た
、
長
治
〜
嘉
承
年
間
（
一
一
〇
四
〜
一
一
〇
八
）
に
成
立
し
た
と
さ

れ
る
『
江
談
抄
』
に
は
、
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
〜
一
一
一
一
）
の
談
話
の
な
か
で
、

熊
野
三
所
伊
勢
太
神
宮
御
身
云
々
。
本
宮
并
新
宮
大
神
宮
也
。
那
智
荒
祭
、

又
太
神
宮
救
世
観
音
御
変
身
云
々
。
此
事
民
部
卿（
源
）
俊明
所
レ
被
レ
談
也
云
々
。

（
巻
一
・
三
五
）

と
伊
勢
天
照
が
救
世
観
音
の
「
変
身
」
と
い
う
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
32
）。

こ
う
し
て
見
る
と
、『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
で
大
日
如
来
と
ア
マ
テ
ラ
ス
が
結

び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
の
事
例
と
、
十
一
世
紀
末
の
本

地
垂
迹
説
成
立
期
の
間
に
あ
た
る
。「
本
地
」
と
い
う
用
語
こ
そ
使
わ
な
い
も
の

の
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
大
日
如
来
と
い
う
、
神
仏
を
一
対
一
で
相
対
さ
せ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
本
地
垂
迹
説
の
先
駆
け
の
一
つ
と
言
っ
て
良
い
。
や
は
り
、
上
島

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
な
真
言
護
持
僧
に
よ
る
護
持
作
法
の
形
成
と
神
仏
を
強
く

結
び
付
け
る
思
想
形
成
が
、
こ
う
し
た
特
徴
的
な
理
論
の
下
地
と
し
て
働
い
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

成
尊
は
、
真
言
宗
が
天
竺
直
系
仏
教
、
す
な
わ
ち
最
も
正
統
な
教
え
を
伝
え

る
宗
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
日
本
と
密
教
の
特
殊
な
関
係
を
説
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
筆
者
は
『
灌
頂
御
願
記
』
の

執
筆
目
的
は
真
言
宗
の
地
位
回
復
と
存
在
意
義
の
主
張
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

そ
し
て
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
は
同
じ
目
的
と
、
真
言
宗
の
歴
史
を
た
ど
る
と

い
う
『
灌
頂
御
願
記
』
の
手
法
を
引
き
継
ぎ
つ
つ
、
さ
ら
に
大
き
な
世
界
観
を

以
て
真
言
密
教
の
特
殊
性
を
主
張
し
た
。

3

成
立
背
景
―
成
尊
と
後
三
条
天
皇

執
筆
の
直
接
的
契
機
と
し
て
は
、
後
三
条
天
皇
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
東
宮
時
代
の
後
三
条
天
皇
（
尊
仁
親
王
）
に
献
じ

ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
尊
仁
親
王
は
後
朱
雀
天
皇
の
第
二
皇
子
、
母
は

三
条
天
皇
皇
女
の
禎
子
内
親
王
で
、
摂
関
家
を
外
戚
に
持
た
な
い
皇
子
で
あ
っ

た
。
当
時
の
関
白
で
あ
っ
た
藤
原
頼
通
は
、
父
・
道
長
と
同
じ
よ
う
に
後
朱
雀

天
皇
（
父：

一
条
天
皇
、
母：

藤
原
道
長
の
娘
彰
子
）、
そ
の
東
宮
で
あ
っ
た
後
冷

泉
天
皇
（
父：

後
朱
雀
天
皇
、
母：

藤
原
道
長
の
娘
禧
子
）
に
娘
・
養
女
を
入
内
さ

せ
た
が
、
皇
子
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）、
皇
子
の
い
な
い

ま
ま
後
冷
泉
天
皇
が
即
位
す
る
に
あ
た
り
、
尊
仁
親
王
が
皇
太
子
に
立
て
ら
れ

た
。
後
冷
泉
の
即
位
後
も
、
頼
通
や
弟
の
教
通
は
摂
関
家
を
外
戚
と
す
る
皇
子

を
得
る
た
め
、
娘
を
入
内
さ
せ
た
が
、
結
局
皇
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、

治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
後
冷
泉
天
皇
の
崩
御
と
と
も
に
、
摂
関
家
を
外
戚
と
し

な
い
東
宮
尊
仁
親
王
が
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
。
東
宮
の
地
位
に
あ
る
こ
と
、

す
で
に
二
十
四
年
に
及
ん
で
い
た
。

後
三
条
天
皇
と
成
尊
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
冷
遇
さ
れ
て
い
た
尊
仁
親
王
の

た
め
に
成
尊
が
愛
染
王
法
を
執
り
行
い
、
今
上
で
あ
っ
た
後
冷
泉
天
皇
を
早
世

さ
せ
て
即
位
を
早
め
た
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
強
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
（
33
）。
ま
た
後
三
条
天
皇
に
つ
い
て
は
、
中
世
に
即
位
儀
礼
と
し
て
定
着
す
る

即
位
灌
頂
の
原
型
と
な
る
密
教
的
所
作
、
大
日
如
来
の
如
き
拳
印
を
結
ぶ
と
い

う
前
例
の
な
い
所
作
を
即
位
式
に
お
い
て
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て

い
る
（
34
）。
こ
の
印
を
授
け
た
人
物
が
成
尊
で
あ
る
可
能
性
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
（
35
）、
そ
の
下
地
に
は
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
が
あ
り
、
太
陽
神
天
照
の
子

孫
た
る
自
身
が
治
め
る
国
・
日
本
は
、
大
日
如
来
の
密
教
が
栄
え
る
国
で
あ
る
、

と
い
う
記
述
を
ま
さ
に
体
現
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
高
い
。

後
三
条
天
皇
が
東
宮
時
代
か
ら
密
教
に
関
心
を
持
ち
、
ま
た
自
身
の
地
位
の

思
想
的
意
義
付
け
を
求
め
て
い
た
と
す
れ
ば
、『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
は
ま
さ
に
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そ
の
期
待
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
東
宮
と
し
て
長
い
日
々
を
過
ご
す
な
か
、

天
皇
が
国
の
統
治
者
で
あ
る
こ
と
の
正
当
性
を
模
索
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

三

真
言
宗
の
立
ち
位
置
と
院
政
期
仏
教
へ
の
影
響

仁
海
・
成
尊
の
著
作
は
、
十
一
世
紀
半
ば
以
降
の
真
言
宗
の
方
向
性
を
決
定

づ
け
た
と
い
え
る
。
国
家
護
持
・
天
皇
護
持
の
修
法
・
祈
祷
を
重
要
な
役
割
と

し
つ
つ
も
、
そ
の
背
後
に
は
壮
大
な
歴
史
と
思
想
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
天

竺
・
唐
を
経
由
し
た
直
系
の
正
統
な
流
れ
に
あ
る
護
国
仏
教
と
い
う
特
徴
を
改

め
て
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
院
政
期
の
真
言
密
教
重
視
政
策
へ
の
影
響
で
あ

る
。
寺
院
建
立
、
大
規
模
仏
事
の
開
催
、
大
量
の
造
仏
な
ど
、
仏
教
に
大
き
な

関
心
を
寄
せ
た
白
河
院
の
政
策
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な

か
で
も
真
言
密
教
に
対
す
る
関
心
、
偏
重
は
突
出
し
て
い
た
（
36
）。
従
来
、
白
河
院

が
真
言
密
教
を
特
に
重
用
し
た
要
因
と
し
て
、
院
・
天
皇
の
み
が
執
行
で
き
る

新
規
修
法
の
創
造
、
天
皇
家
護
持
へ
の
期
待
と
い
っ
た
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
本
論
で
指
摘
し
た
よ
う
な
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
の
世
界
観
―

天
竺
直
系
の
「
正
統
」
な
仏
教
が
日
本
の�

み�

に
温
存
さ
れ
、
か
つ
発
展
し
続
け

て
い
る
―
も
魅
力
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
実
は
ど
う
あ
れ
理
屈

の
上
で
は
、
日
本
に
「
正
統
」
な
仏
教
が
あ
れ
ば
、
南
宋
仏
教
に
権
威
や
正
統

性
を
求
め
、
新
規
文
物
の
輸
入
に
必
要
以
上
に
依
存
す
る
必
要
は
な
く
な
り
、

む
し
ろ
現
在
唯
一
、
天
竺
仏
教
が
現
存
し
て
い
る
日
本
に
お
い
て
、
院
権
力
に

よ
っ
て
、「
正
統
」
仏
教
を
興
隆
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
も
う
一
点
、『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
の
記
述
が
影
響
を
与
え
た
と
考
え

ら
れ
る
の
が
、
中
世
仏
教
に
お
け
る
三
国
思
想
で
あ
る
。
三
国
思
想
は
、
十
二

世
紀
後
半
以
降
、
主
に
南
都
に
お
い
て
語
ら
れ
始
め
た
も
の
で
、
天
竺
・
中

国
・
日
本
の
三
国
の
枠
組
み
で
仏
教
の
伝
来
、
宗
派
の
歴
史
な
ど
を
捉
え
る
思

想
で
あ
っ
た
。

確
認
で
き
る
著
述
で
最
も
早
い
も
の
は
、
応
保
二
年
（
一
一
六
二
）
の
天
台
座

主
就
任
を
巡
る
延
暦
寺
・
園
城
寺
の
対
立
が
、
南
都
に
飛
び
火
し
た
論
争
に
関

係
す
る
も
の
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は
、
園
城
寺
覚
忠
が
天
台
座
主
に
補
任
さ
れ
、

延
暦
寺
宗
徒
が
強
く
反
発
し
た
事
件
で
、
延
暦
寺
宗
徒
は
覚
忠
に
対
し
て
、
彼

が
「
南
都
小
戒
」
を
受
け
て
お
り
「
北
嶺
大
戒
之
師
」
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
と

批
判
し
た
（
『
寺
門
高
僧
記
』
六
）。
こ
の
批
判
の
な
か
で
、
天
台
宗
に
対
し
法
相

宗
は
「
権
宗
」
と
称
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
内
容
を
不
快
と
す
る
興
福
寺
側
は
、

反
論
す
る
奏
状
を
摂
関
家
に
提
出
し
た
（「
恩
覚
奏
状
（
37
）」）。
こ
の
奏
状
を
執
筆
し

た
恩
覚
は
、
法
相
が
天
竺
発
祥
の
宗
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
例
え
ば
、
瑜

伽
を
学
ぶ
者
が
印
度
に
多
数
在
る
の
に
対
し
、「
天
台
者
印
度
無
二
一
人
論
師
一
、

唯
唐
土
人
師
語
許
也
」
と
し
、
ま
た
法
相
の
檀
越
に
は
西
天
か
ら
日
本
に
至
る

ま
で
多
く
の
有
力
者
が
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
南
都
戒
壇
者
、
月
氏
、
震
旦
、

日
域
、
三
ヶ
国
法
式
」
で
、
延
暦
寺
の
戒
壇
と
は
由
緒
が
段
違
い
で
あ
る
と
述

べ
る
。
さ
ら
に
、
唐
代
に
天
竺
へ
向
か
い
、
数
多
く
の
経
典
を
持
ち
帰
っ
て
き

た
法
相
宗
の
祖
、
玄
奘
三
蔵
の
偉
業
が
強
調
さ
れ
る
。
戒
日
王
と
倶
摩
羅
王
が

自
ら
梵
天
・
帝
釈
天
の
装
い
を
も
っ
て
玄
奘
の
為
に
法
会
を
開
い
た
こ
と
、
那

蘭
陀
寺
の
戒
賢
は
瑜
伽
の
教
え
を
玄
奘
に
伝
え
る
た
め
に
長
年
の
病
が
癒
え
た

こ
と
、
唐
太
宗
が
玉
華
宮
を
玄
奘
の
居
処
（
玉
華
寺
）
と
し
て
与
え
た
こ
と
な
ど

を
挙
げ
、
天
台
が
「
実
宗
」
な
ら
ば
、
な
ぜ
同
様
の
事
柄
が
な
い
の
か
、
と
問

う
。
つ
ま
り
こ
の
奏
状
の
主
眼
は
、
仏
教
発
祥
の
地
、
天
竺
と
の
関
係
の
有
無

に
よ
る
正
統
性
・
優
位
性
の
主
張
で
あ
っ
た
。

12
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同
じ
く
法
相
宗
僧
侶
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
注
目
す
べ
き
著
作
が
、
興
福
寺
の

覚
憲
に
よ
る
『
三
国
伝
灯
記
』
で
あ
る
。
本
書
は
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）、
藤
原

氏
の
祖
、
鎌
足
の
た
め
に
催
さ
れ
た
興
福
寺
の
講
筵
に
お
い
て
、
講
師
の
覚
憲

が
読
み
上
げ
た
表
白
と
説
法
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
三
国
の
仏
教
伝
来
史
、
日

本
の
各
宗
の
歴
史
、
鎌
足
の
功
績
を
綴
っ
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
日
本
仏

教
通
史
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
（
38
）。
覚
憲
は
、
日
本
は
天
竺
に
遠
い
辺
土
・

小
国
で
、
天
竺
へ
渡
っ
た
者
も
無
い
と
卑
下
す
る
一
方
、
天
竺
や
震
旦
と
異
な

り
外
道
や
仏
法
誹
謗
者
が
無
く
、
多
く
の
経
論
章
疏
が
伝
存
す
る
こ
と
、
累
代

天
皇
ら
が
帰
依
す
る
こ
と
か
ら
、「
可
レ
謂
二
日
本
国
是
大
乗
善
根
界
一
」
と
仏
教

興
隆
の
地
で
あ
る
と
顕
彰
す
る
。
し
か
し
現
在
の
社
会
を
鑑
み
、「
今
見
二
日
本

国
形
勢
一
、
若
諸
寺
仏
法
滅
尽
之
期
相
催
歟
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
当
時
多
武
峯

を
め
ぐ
り
対
立
し
て
い
た
延
暦
寺
へ
の
批
判
、
興
福
寺
へ
の
自
戒
な
ど
、
仏
教

界
へ
の
危
機
感
と
い
う
著
述
の
背
景
が
指
摘
さ
れ
る
。

本
書
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
末
法
・
辺
土
観
や
危
機
意
識
が
注
目
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
興
福
寺
の
法
相
教
学
こ
そ
日
本
仏
教
興
隆

の
中
心
的
存
在
、
そ
し
て
正
統
な
仏
法
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
自
覚
、
責
任

感
、
優
越
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
重
要
な
要
素
と
し
て
持
ち
出
さ

れ
る
の
が
天
竺
と
玄
奘
三
蔵
で
あ
っ
た
。
法
相
・
三
論
は
「
為
二
其
根
源
一
」
の

に
対
し
、
華
厳
・
天
台
は
「
恐
非
二
印
度
之
弘
経
一
」
と
さ
れ
る
。
法
相
宗
の

祖
・
玄
奘
は
、
直
接
天
竺
に
赴
き
、
大
量
の
梵
文
経
典
を
含
む
天
竺
仏
教
を
唐

に
伝
え
た
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
相
宗
に
は
天
竺
仏
教
が
直
接
流
れ
込
ん

で
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

実
は
こ
の
『
三
国
伝
灯
記
』
で
は
、
法
相
宗
に
次
ぐ
字
数
が
真
言
宗
の
記
述

に
割
か
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
宗
に
比
べ
て
好
意
的
な
記
述
で
あ
る
点
も
興
味

深
い
。
そ
し
て
本
書
の
真
言
宗
の
記
述
で
は
、
ま
さ
に
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』

が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
天
竺
以
来
の
由
緒
と
歴
史
が
丁
寧
に
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
恩
覚
や
覚
憲
が
法
相
宗
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
歴
史
観

を
再
確
認
す
る
上
で
、『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
の
歴
史
叙
述
を
参
考
に
し
、
ま
た

真
言
宗
に
対
し
て
は
、
同
じ
天
竺
直
系
仏
教
と
し
て
尊
重
し
て
い
た
可
能
性
が

高
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、『
灌
頂
御
願
記
』
と
『
真
言
付
法
纂
要
抄
』
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

内
容
を
改
め
て
検
証
し
、
そ
の
特
徴
や
主
張
、
執
筆
の
背
景
に
つ
い
て
分
析
し

た
。
こ
う
し
た
僧
侶
ら
の
著
作
は
、
記
述
内
容
そ
の
も
の
が
史
料
と
し
て
取
り

上
げ
ら
れ
、
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
執
筆
背
景
や
執
筆
動
機
を
合

わ
せ
て
分
析
す
る
と
き
、
執
筆
者
の
真
の
主
張
が
垣
間
見
え
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
は
、
史
料
分
析
の
可
能
性
を
さ
ら
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
1
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
遊
方
伝
叢
書
四
に
収
録
。

（
2
）
大
正
新
修
大
蔵
経
第
七
十
七
巻
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
真
言
付
法
伝
外
七
、『
弘

法
大
師
伝
全
集
』
一
に
収
録
。

（
3
）
土
谷
恵
「
小
野
僧
正
仁
海
像
の
再
検
討
―
摂
関
期
の
宮
中
真
言
院
と
醍
醐
寺
を
中

心
に
」（『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
）。

（
4
）
注
3
土
屋
論
文
。

（
5
）
大
正
新
修
大
蔵
経
第
五
十
二
巻
『
代
宗
朝
贈
司
空
大
弁
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制

集
』。

（
6
）
た
だ
し
官
符
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
は
な
く
、
二
つ
の
官
符
の
内
容
を
要
約
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
7
）
注
3
土
屋
論
文
。
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（
8
）
注
3
土
屋
論
文
。

（
9
）
堀
裕
「
護
持
僧
と
天
皇
」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
日
本
国
家
の
史
的
特

質

古
代
・
中
世
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
）。

（
10
）
斎
木
涼
子
「
後
七
日
御
修
法
と
「
玉
体
安
穏
」
―
十
一
・
十
二
世
紀
に
お
け
る
展

開
」『
南
都
仏
教
』
九
〇
、
二
〇
〇
七
。
同
「
仁
寿
殿
観
音
供
と
二
間
御
本
尊
―
天

皇
の
私
的
仏
事
の
変
貌
―
」『
史
林
』
九
一
―
二
、
二
〇
〇
八
。

（
11
）
平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
塙
書
房
、
一
九
九
二
。
佐
藤
弘
夫
「
日
本

の
末
法
思
想
」『
歴
史
学
研
究
』
七
二
二
、
一
九
九
九
。
速
水
侑
『
平
安
仏
教
と
末

法
思
想
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
。
曾
根
正
人
「
平
安
仏
教
の
展
開
と
信
仰
」

（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
）。

（
12
）
上
島
享
「
中
世
国
家
と
仏
教
」（『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
』
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
〇
〔
初
出
は
一
九
九
二
〕）。

（
13
）
家
永
三
郎
「
法
成
寺
の
創
建
」（『
家
永
三
郎
集
第
二
巻
仏
教
思
想
史
論
』
岩
波
書

店
、
一
九
九
七
、
初
出
一
九
四
〇
）。
平
岡
定
海
「
藤
原
氏
の
氏
寺
の
成
立
に
つ
い

て
」、
同
「
六
勝
寺
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
日
本
寺
院
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
一
〔
初
出
は
一
九
七
八
・
一
九
七
九
〕）。

（
14
）
石
井
正
敏
「
入
宋
巡
礼
僧
」（『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
』
Ⅴ
、
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
九
三
）。
上
川
通
夫
「
奝
然
入
宋
の
歴
史
的
意
義
」（『
日
本
中
世
仏
教
形

成
史
論
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
七
〔
初
出
二
〇
〇
二
〕）。
手
島
崇
裕
『
平
安
時
代

の
対
外
関
係
と
仏
教
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
四
。

（
15
）
上
川
通
夫
「
北
宋
・
遼
の
成
立
と
日
本
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
第
五
巻
、
岩

波
書
店
、
二
〇
一
五
）。
石
井
正
敏
「
遣
唐
使
以
後
の
中
国
渡
航
者
と
そ
の
出
国
手

続
き
に
つ
い
て
」（『
石
井
正
敏
著
作
集
2

遣
唐
使
か
ら
巡
礼
僧
へ
』
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
八
）。

（
16
）
国
書
逸
文
研
究
会
編
『
新
訂
増
補
国
書
逸
文
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
五
）
九
六

頁
。

（
17
）
た
だ
し
、
新
請
来
の
一
切
経
や
文
殊
菩
薩
像
が
摂
関
家
に
接
収
さ
れ
、
奝
然
が
願

っ
た
愛
宕
山
へ
の
新
寺
院
建
立
や
戒
壇
新
設
が
実
現
さ
れ
ず
、
奝
然
自
身
の
晩
年

の
足
跡
が
不
明
で
あ
る
な
ど
、
奝
然
請
来
の
宋
仏
教
そ
の
も
の
が
朝
廷
の
仏
教
政

策
や
当
時
の
仏
教
文
化
に
大
き
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
（
注
14
上

川
論
文
「
奝
然
入
宋
の
歴
史
的
意
義
」）。

（
18
）
上
川
通
夫
「
中
世
仏
教
と
「
日
本
国
」」（『
日
本
中
世
仏
教
形
成
史
論
』
校
倉
書
房
、

二
〇
〇
七
〔
初
出
は
二
〇
〇
一
〕）。

（
19
）
上
島
享
「
真
言
密
教
の
日
本
的
変
遷
」『
洛
北
史
学
』
一
、
一
九
九
九
。

（
20
）
高
木
訷
元
「「
円
澄
和
上
受
法
啓
状
」
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
―
最
澄
・
円
澄
の
真

言
受
法
―
」『
密
教
文
化
』
一
九
一
、
一
九
九
五
。

（
21
）
注
9
堀
論
文
。

（
22
）
注
10
斎
木
論
文
「
仁
寿
殿
観
音
供
と
二
間
御
本
尊
―
天
皇
の
私
的
仏
事
の
変
貌

―
」。

（
23
）
伊
藤
聡
「『
真
言
付
法
纂
要
抄
』『
賢
密
最
極
口
決
』
解
題
」（
真
福
寺
善
本
叢
刊

第
二
期
第
三
巻
『
中
世
先
徳
著
作
集
』、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
六
）。

（
24
）
西
弥
生
「
中
世
真
言
宗
教
団
の
構
造
と
秩
序

天
竺
・
唐
と
日
本
」『
日
本
仏
教
学

会
年
報
』
八
四
、
二
〇
一
八
。

（
25
）
『
平
安
遺
文
』
四
四
六
。

（
26
）
伊
藤
聡
「
天
照
大
神
・
大
日
如
来
同
体
説
の
形
成
」（『
中
世
天
照
大
神
信
仰
の
研

究
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
一
〔
初
出
二
〇
〇
三
〕）。

（
27
）
『
日
本
書
紀
』
第
五
段
本
文
。

（
28
）
吉
田
一
彦
「
垂
迹
思
想
の
受
容
と
展
開
―
本
地
垂
迹
説
の
成
立
過
程
―
」（
速
水
侑

編
『
日
本
社
会
に
お
け
る
仏
と
神
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）。

（
29
）
吉
田
一
彦
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
神
仏
融
合
」（
伊
藤
聡
・
吉
田
一
彦
編
『
日
本
宗

教
史
3

宗
教
の
融
合
と
分
離
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
）。

（
30
）
井
後
政
晏
「『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
諸
本
分
類
の
再
検
討
」（『
神
道
史
研
究
』
三
〇

―
一
、
一
九
八
二
）、
同
「
太
神
宮
諸
雑
事
記
の
成
立
」（『
神
道
史
研
究
』
三
六
―

一
、
一
九
八
八
）。

（
31
）
井
後
氏
注
30
論
文
に
よ
れ
ば
、「
延
平
日
記
」
は
『
太
神
宮
諸
雑
事
記
』
の
異
本
の

可
能
性
が
あ
る
。

（
32
）
こ
の
談
話
自
体
は
、
熊
野
権
現
と
伊
勢
の
同
体
説
を
述
べ
た
も
の
で
、
源
俊
明
が

匡
房
に
語
っ
た
説
で
あ
る
。

（
33
）
奥
田
静
代
「
後
三
条
天
皇
と
護
持
僧
・
成
尊
―
後
三
条
天
皇
即
位
譚
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
国
文
論
叢
』
三
三
、
二
〇
〇
三
。

（
34
）
『
後
三
条
院
御
即
位
記
』（
群
書
類
従
巻
第
九
十
一
）。
樋
笠
逸
人
「
嘉
承
二
年
の

『
御
即
位
次
第
』
に
つ
い
て
」『
歴
史
文
化
社
会
論
講
座
紀
要
』
一
三
、
二
〇
一
六
。

（
35
）
松
本
郁
代
「
即
位
印
明
と
「
天
皇
」
の
所
在
―
中
世
王
権
神
話
の
地
平
」（『
中
世

王
権
と
即
位
灌
頂
―
聖
教
の
な
か
の
歴
史
叙
述
』
森
話
社
、
二
〇
〇
五
〔
初
出
二

〇
〇
四
〕）。
ま
た
『
即
位
三
宝
院
嫡
々
相
承
大
事
』（
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
）

な
ど
、
即
位
灌
頂
に
関
す
る
中
世
の
真
言
密
教
聖
教
の
な
か
で
は
、
す
で
に
成
尊

が
後
三
条
天
皇
に
即
位
印
明
を
授
け
た
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
。

（
36
）
上
川
通
夫
「
院
政
と
真
言
密
教
」（『
日
本
中
世
仏
教
形
成
史
論
』
校
倉
書
房
、
二

14
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〇
〇
七
〔
初
出
一
九
九
八
〕）。

（
37
）
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
二
四
・
興
福
寺
叢
書
二
「
応
和
宗
論
記
並
恩
覚
奏
状
」。

（
38
）
高
木
豊
『
鎌
倉
仏
教
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
（
初
出
一
九
七
六
）。
市
川

浩
史
『
日
本
中
世
の
光
と
影
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
。
横
内
裕
人
「
東
大
寺

図
書
館
蔵
覚
憲
撰
『
三
国
伝
灯
記
』
―
解
題
・
影
印
・
翻
刻
―
」（『
日
本
中
世
の

仏
教
と
東
ア
ジ
ア
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
〔
初
出
二
〇
〇
四
〕）。

（
さ
い
き

り
ょ
う
こ
／
奈
良
国
立
博
物
館
学
芸
部
列
品
室
長
）
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THE KANJŌ GOGANKI AND SHINGON FUHŌ SAN ’YŌSHŌ :
BEHIND THE CREATION OF HISTORIES OF SHINGON BUDDHISM

SAIKI RYŌKO

・oth the Kanjō goganki (“Record of the August Vow of the Abhiseka Rite”) and the Shin-
gon fuhō san’yōshō (“Compendium of the Essentials of Shingon Transmissions”) were com-
piled by eleventh-century Shingon monks. These are histories of esoteric Shingon Buddhism.

The Kanjō goganki was produced by Ningai (954�1046), who was the head abbot of Tōji tem-
ple. The work covers Kūkai’s transmission of esoteric teachings from Tang-dynasty China, the
role of these teachings in protecting the nation as they had in China, and then the efficacy
of Shingon esoteric Buddhism in the service of the emperor and his court. It is thought that
it was written against the backdrop of a sense of crisis regarding the relative decline of the
Shingon sect in contrast to the importance given the Tendai sect in state policy and diplomacy
at the start of the eleventh century.

The Shingon fuhō san’yōshō was written by Ningai’s disciple Jōson (1012�1074). It is a history
that traces the direct transmission of Shingon esotericism from India to Japan and explicates
the ten characteristics that make Shingon superior to other sects. It fundamentally accepts and
carries on the objective of Ningai’s Kanjō goganki, but it stresses that Shingon esoterism is ortho-
dox Buddhism directly inherited from India. Another special characteristic of the work is its
correlation of Dainichi Nyorai and Amaterasu Ōmikami. This correlation can be seen as one
of the earliest forms of the newly established honji-suijaku thought, which interpreted Buddhist
divinities as original substances (honji) and local gods, the kami, as manifest traces (suijaku).
This concept was preserved within the ranks of Shingon monks. It can be surmised that the
understanding that they were protectors of the emperor as well as the demands of Emperor
Gosanjō, who was strongly linked to Jōson, were behind this concept.

The Kanjō goganki and the Shingon fuhō san’yōshō created the characterization of the role of
Shingon esoterism in the protection of the emperor and his rule in addition to the importance
of Shingon’s direct link to the authentic Buddhism of India. These special characteristics appear
to have influenced political policy toward Buddhism from the twelfth century onward, along
with the conception of history insisted upon by other sects during the medieval period.

B
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③
そ
の
他

・
奈
良
県
文
化
財
保
護
審
議
委
員

・
南
京
大
学
謬
斯
基
金
芸
術
顧
問

奈
良
国
立
博
物
館
研
究
紀
要

鹿
園
雜
集

第
二
十
四
号

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編
集
発
行

奈
良
国
立
博
物
館

〒
六
三
〇‐

八
二
一
三

奈
良
市
登
大
路
町
五
〇
番
地

印
刷
・
製
本

株
式
会
社
天
理
時
報
社

天
理
市
稲
葉
町
八
〇
番
地
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